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⇒ 御意見（報告書）も踏まえ、実務運用の在り方について更なる検討を進める。

懲役及び禁錮を新たな自由刑として単一化し、当該自由刑に処せられた者には、改善
更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるものとする。

新たな自由刑（拘禁刑）は受刑者の
特性に応じた柔軟な処遇を可能とする
ことを目的とするところ、その実務運
用を今後検討するに当たっての参考と
するため、外部有識者を招へいし、検
討会を開催。

諮問第１０３号に対する法制審議会答申（自由刑の単一化 要旨）

検 討 会 の 趣 旨

検討会では、矯正処遇等の運用の在り方について、今後の検討の方向性についての議
論を行った（令和4年1月から同年3月にかけて計3回開催）。

【検討の方向性（要旨）】

処遇調査
処遇要領

作業・指導
社会復帰支援

検 討 会 の 概 要

刑執行開始時
・釈放前の指導

個々の受刑者の特性を的確に把握するため、処遇調査の
内容や方法を見直し、充実させる。

受刑者の特性に応じ、刑執行開始時及び釈放前の指導の
期間を柔軟に延長し、指導及び社会復帰支援と連動して
実施する。

受刑者の特性に応じ、作業を通じて、社会人に求められ
る基礎的能力（コミュニケーション能力、課題解決能力
等）の向上を図る。

改善指導の内容や対象者を整理・充実化するとともに、
作業及び社会復帰支援との連動性を高める。

作業・指導は、個々の受刑者の資質等を踏まえ、受刑の
時期に応じて可能な限りメリハリをつけて実施する。

学力の不足により社会生活に支障のある若年の受刑者や、
高齢又は障害により認知機能や身体機能の低下が懸念さ
れる受刑者など、特性に応じた個別的な処遇を実施する。


